
地方法人課税における
地方公共団体間の偏在是正

Ⅰ

は
じ
め
に

地
方
税
制
の
問
題
点
の
一
つ

に
、
地
方
間
に
お
け
る
財
政
の

偏
在
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

地
方
公
共
団
体（
以
下「
地
方
団

体
」と
い
う
）は
住
民
の
生
活
に

不
可
欠
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
。
提
供
さ
れ
る
サ

ー
ビ
ス
に
対
す
る
税
負
担
は
、

受
益
を
受
け
る
住
民
か
ら
の
税

で
賄
え
る
こ
と
が
理
想
で
あ
る
。

し
か
し
、
地
方
財
政
は
収
入
面

で
大
き
く
国
に
依
存
し
て
い
る
。

国
と
地
方
団
体
の
役
割
は
異

な
る
。
憲
法
第
92
条
で
は
、「
地

方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治

の
本
旨
に
基
づ
い
て
、
法
律
で

こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
日
本
国
憲
法
と
同
一

日
に
制
定
さ
れ
た
地
方
自
治
法

第
1
条
の
2
第
2
項
で
は
、
国

と
地
方
の
役
割
が
規
定
さ
れ
て

お
り
、国
は「
国
際
社
会
に
お
け

る
国
家
と
し
て
の
存
立
に
か
か

わ
る
事
務
、
全
国
的
に
統
一
し

て
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
国

民
の
諸
活
動
」等
を
担
い
、地
方

団
体
に
つ
い
て
は
「
住
民
に
身

近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方

公
共
団
体
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を

基
本
」
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
憲
法
第
25
条
に

よ
れ
ば
国
は
最
低
限
度
の
生
活

を
国
民
に
保
障
し
て
い
る
。

平
成
27
年
度
に
続
き
平
成
28

年
度
税
制
改
正
で
も
、
地
方
法

人
課
税
の
偏
在
是
正
の
手
当
が

あ
る
程
度
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
一
定
の
評
価
を
し

た
い
。
地
方
税
の
中
で
最
も
偏

在
性
の
高
い
地
方
法
人
二
税
の

特
徴
を
整
理
し
、
地
方
間
の
格

差
是
正
の
今
後
の
在
り
方
を
検

討
す
る
。

Ⅱ

地
方
法
人
課
税
偏
在
是
正
に
関
す
る
平
成
28

年
度
税
制
改
正
の
内
容

平
成
28
年
度
改
正
で
は
、
消

費
税
率（
国
・
地
方
）が
10
％
と

な
る
平
成
29
年
度
に
、
地
方
法

人
税
率
は
10
・
3
％
に
引
き
上

げ
（
法
人
住
民
税
法
人
税
割
は

7
％
に
引
き
下
げ
）
ら
れ
る
。

ま
た
平
成
29
年
度
か
ら
地
方
法

人
特
別
税
は
廃
止
さ
れ
全
額
法

人
事
業
税
に
復
元
さ
れ
る
。
そ

れ
と
と
も
に
法
人
事
業
税
額
の

5
・
4
％
を
従
業
者
数
に
応
じ

て
市
町
村
に
交
付
す
る
。
一
連

の
改
正
は
地
方
法
人
課
税
の
偏

在
性
是
正
が
目
的
で
あ
る
。
地

方
法
人
特
別
税
は
、
偏
在
性
の

小
さ
な
地
方
税
体
系
の
構
築
が

行
わ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
な
措

置
と
し
て
平
成
20
年
度
に
創
設

さ
れ
、
事
業
税
の
一
部
を
納
税

者
の
負
担
を
変
え
ず
に
人
口
と

従
業
者
数
を
配
賦
基
準
と
し
た

地
方
譲
与
税
で
あ
る
。
平
成
26

年
度
に
消
費
税
率
の
引
き
上
げ

に
と
も
な
い
同
年
10
月
1
日
か

ら
事
業
税
に
一
部
戻
さ
れ
て
き

た
。
一
方
、
地
方
法
人
税
は
地

方
法
人
特
別
税
の
段
階
的
な
廃

止
に
と
も
な
い
、
偏
在
性
是
正

の
代
替
措
置
と
し
て
平
成
26
年

10
月
1
日
よ
り
、
法
人
住
民
税

の
法
人
税
割
一
部
（
基
準
法
人

税
額
の
4
・
4
％
）
を
国
税
と

し
、
地
方
交
付
税
の
財
源
と
し

た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
地
方

間
の
偏
在
是
正
を
目
的
と
し

て
、
地
方
法
人
二
税
に
つ
い

て
、
地
方
譲
与
税
か
ら
地
方
交

付
税
へ
切
り
替
え
た
も
の
で
あ

る
。
地
方
交
付
税
は
、
財
源
の

豊
か
な
地
方
団
体
へ
税
源
は
移

譲
さ
れ
な
い
の
で
、
地
方
譲
与

税
に
比
べ
て
偏
在
是
正
の
効
果

が
高
い
。
た
だ
、
制
度
が
複
雑

で
し
か
も
地
方
法
人
二
税
は
景

気
に
左
右
さ
れ
や
す
い
税
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
効
果

の
判
断
に
は
あ
る
程
度
の
期
間

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ

地
方
法
人
二
税
の
特
徴

1

課
税
の
目
的

金
子
宏
東
京
大
学
名
誉
教
授

は
住
民
税
の
目
的
に
つ
い
て「
地

方
団
体
が
、
そ
の
住
民
そ
の
他

の
地
方
団
体
と
な
ん
ら
か
の
密

接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
個
人

お
よ
び
法
人
に
対
し
て
、
広
く

課
す
る
租
税
で
あ
り
、
そ
の
基

礎
に
あ
る
思
想
は
、
負
担
分
任

思
想
、
す
な
わ
ち
地
方
団
体
の

住
民
等
は
当
然
に
そ
の
経
費
を

分
担
し
合
う
べ
き
で
あ
る
、と
言

う
考
え
方
で
あ
る
」※
1
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
地
方

自
治
法
第
10
条
第
2
項
で
は
住

民
に
対
し
て
負
担
分
任
の
義
務

を
負
う
と
さ
れ
る
規
定
が
あ
る
。

一
方
、
同
名
誉
教
授
は
事
業

税
に
つ
い
て
個
人
及
び
法
人
の

事
業
に
対
し
て
課
す
収
益
税
で

あ
る
と
し
、
そ
の
基
礎
に
あ
る

の
は
、「
事
業
は
、
地
方
団
体
の

各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
益
し
、

ま
た
各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

原
因
を
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
、

住
民
税
と
は
別
に
そ
れ
に
応
じ

た
負
担
を
す
べ
き
で
あ
る
」※
2

と
さ
れ
て
い
る
。
事
業
税
は
応

益
性
を
課
税
原
則
と
し
て
い
る
。

2

特
徴

地
方
法
人
二
税
に
は
以
下
の

よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

①

地
方
法
人
二
税
は
、
Ⅳ
で

述
べ
る
が
地
方
団
体
間
に
お
け

る
偏
在
性
が
最
も
高
い
。

②

法
人
課
税
は
景
気
の
変
動

も
受
け
や
す
く
安
定
し
た
税
収

が
望
ま
し
い
地
方
税
に
不
向
き

で
あ
る
。
平
成
19
年
度
に
は
9

・
2
兆
円
で
あ
っ
た
が
、
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
平
成

21
年
度
に
は
4
・
1
兆
円
と
大

き
く
減
少
し
、
平
成
26
年
度
に

は
8
・
2
兆
円
に
回
復
し
て
い

る
。

③

国
税
と
地
方
税
の
税
源
重

複
に
よ
る
弊
害
が
あ
る
。
国
税

の
改
正
に
よ
っ
て
地
方
税
に
も

直
接
影
響
を
及
ぼ
す
結
果
と
な

る
。
こ
れ
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
で

も
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
国
・
都
道
府
県
お
よ
び
市

町
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
財

源
か
ら
な
る
独
立
税
を
も
つ
こ

と
が
好
ま
し
い
。
さ
ら
に
法
人

税
法
（
第
1
5
8
条
）
及
び
所

得
税
法（
第
2
3
7
条
）で
は
地

方
税
の
附
加
税
禁
止
の
規
定
が

あ
り
、規
定
上
の
齟
齬
が
あ
る
。

④

受
益
と
負
担
の
乖
離
が
顕

著
に
な
る
ほ
ど
応
益
性
が
弱
ま

る
。地

方
法
人
二
税
を
多
く
支
払

っ
て
い
る
企
業
が
、
地
方
団
体

が
提
供
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

そ
の
分
受
け
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
企
業
は
介
護
や

教
育
費
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
は
受

け
な
い
。

さ
ら
に
、
税
を
支
払
う
こ
と

が
必
ず
し
も
税
を
負
担
す
る
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
佐
藤
一
橋

大
学
教
授
は
、「
特
に
法
人
課

税
は
負
担
の
転
嫁
が
顕
著
で
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
※
3
。
つ

ま
り
、
商
品
の
対
価
に
税
を
上

乗
せ
し
た
り
、
従
業
員
の
賃
金

を
減
ら
し
た
り
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
政
策
に
ス
ピ
ル
オ

ー
バ
ー
が
あ
る
場
合
、
つ
ま
り

効
果
が
外
部
に
及
ん
で
し
ま
う

場
合
、
効
率
性
が
失
わ
れ
る
。

企
業
活
動
の
波
及
効
果
は
そ
の

地
方
団
体
に
留
ま
る
保
証
は
な

い
た
め
、
法
人
課
税
の
主
体
は

広
域
で
あ
る
方
が
望
ま
し
い
。

⑤

地
方
団
体
に
は
国
境
が
な

い
た
め
地
域
移
動
が
容
易
で
あ

る
。
仮
に
あ
る
地
方
団
体
が
企

業
誘
致
の
た
め
の
税
制
優
遇
を

す
る
と
他
の
地
方
団
体
と
の
租

税
競
争
を
起
こ
し
、
全
体
と
し

て
ゼ
ロ
・
サ
ム
ゲ
ー
ム
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
法
人
課
税
の

主
体
は
国
の
方
が
望
ま
し
い
。

⑥

法
人
に
は
選
挙
権
が
な

い
。
地
方
団
体
が
課
税
主
体
の

場
合
、
過
大
な
税
負
担
を
法
人

に
強
い
る
場
合
も
在
り
う
る
。

例
え
ば
、
東
京
都
に
お
い
て
無

効
と
さ
れ
た
銀
行
税
条
例
が
そ

の
例
で
あ
る
。

Ⅳ

地
方
財
政
の
現
状
と
問
題
点

1

地
方
財
政
の
現
状

地
方
の
税
収
は
、
約
37
・
5

兆
円
（
以
下
平
成
27
年
度
予
算

ベ
ー
ス
）
に
対
し
て
、
地
方
の

歳
出
は
85
・
3
兆
円
（
う
ち
一

般
歳
出
は
69
・
3
兆
円
）
で
あ

る
。
地
方
税
収
は
一
般
歳
出
の

5
割
強
に
す
ぎ
な
い
。
不
足
分

は
、
国
か
ら
地
方
交
付
税
16
・

9
兆
円
と
国
庫
支
出
金
13
・
1

兆
円
を
収
入
し
、
9
・
5
兆
円

の
地
方
債
等
で
賄
わ
れ
て
い

る
。
地
方
税
収
の
中
に
は
地
方

法
人
二
税
が
8
・
2
兆
円
含
ま

れ
て
い
る
が
、
平
成
21
年
度
は

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
を

受
け
て
、
4
・
7
兆
円
ま
で
落

ち
込
ん
だ
。
地
方
法
人
二
税
は

景
気
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る

租
税
で
あ
る
。

人
口
一
人
当
た
り
の
地
方
税

収
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
全
体

の
最
大
と
最
小
の
比
は
2
・
6

倍
で
、
地
方
法
人
二
税
で
は
、

6
・
3
倍
と
、
地
方
間
の
格
差

が
大
き
い
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
こ
れ
に
対
し
て
地
方
消
費

税
は
2
倍
で
偏
在
性
の
小
さ
な

税
で
あ
る
と
い
え
る
。
地
方
税

は
、
住
民
の
生
活
に
密
着
し
た

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の

財
源
で
あ
る
か
ら
、
安
定
的
で

偏
在
性
の
小
さ
い
租
税
が
求
め

ら
れ
る
。

歳
出
に
つ
い
て
は
国
と
地
方

の
割
合
は
4
対
6
（
歳
入
割
合

は
6
対
4
）
で
あ
る
が
、
目
的

別
歳
出
で
は
衛
生
費
の
1
0
0

％
、
学
校
教
育
費
の
87
％
、
民

生
費
の
72
％
は
、
地
方
が
負
担

す
る
。
地
方
の
歳
出
は
住
民
の

生
活
に
不
可
欠
な
歳
出
の
割
合

が
極
め
て
高
い
。

2

地
方
財
政
の
問
題
点

①

地
方
税
は
安
定
し
た
税
が

望
ま
し
い
。

地
方
団
体
の
役
割
は
住
民
の

生
活
に
不
可
欠
な
公
共
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
の
で
、
毎
年
の

歳
出
の
必
要
額
は
大
き
く
変
動

す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て

安
定
し
た
税
収
が
望
ま
れ
る
。

②

地
方
法
人
二
税
は
景
気
変

動
の
影
響
を
受
け
や
す
く
、
地

域
に
お
け
る
偏
在
性
が
高
い
。

③

地
方
団
体
間
の
財
政
力
の

格
差
を
是
正
す
る
機
能
を
強
化

す
る
必
要
が
あ
る
。

④

地
方
財
政
は
収
入
面
で
大

き
く
国
に
依
存
し
て
い
る
。

ⅰ

受
益
と
負
担
が
乖
離
し
て

お
り
財
政
規
律
が
保
て
な
い
。

住
民
の
生
活
に
密
着
し
た
行

政
サ
ー
ビ
ス
は
地
方
が
多
く
、

歳
入
は
国
が
多
い
。
地
方
団
体

の
財
源
が
足
り
な
い
部
分
は
、

努
力
せ
ず
国
か
ら
収
入
で
き
る

と
す
る
と
、
行
政
側
も
住
民
側

も
限
ら
れ
た
財
源
で
最
大
の
効

果
を
上
げ
よ
う
と
い
う
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
が
働
か
な
い
可
能
性

が
高
く
、
財
政
規
律
が
保
て
な

い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ⅱ

国
か
ら
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
少
な
く
す
る
た
め
に
は
地
方

が
財
政
的
に
自
立
す
べ
き
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
が
、
過
疎
の
問

題
が
あ
る
。
こ
れ
は
中
央
集
権

型
財
政
シ
ス
テ
ム
の
弊
害
※
4

で
あ
る
。
欧
米
先
進
諸
国
に
お

い
つ
く
為
の
経
済
成
長
、
福
祉

国
家
の
建
設
と
そ
の
た
め
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
確

保
、
こ
う
い
っ
た
国
家
レ
ベ
ル

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に

は
、
中
央
集
権
シ
ス
テ
ム
に
も

と
づ
い
た
画
一
的
な
行
政
運
営

が
有
効
で
あ
っ
た
。だ
が
、こ
う

し
た
シ
ス
テ
ム
の
弊
害
が
さ
ま

ざ
ま
な
側
面
で
見
え
は
じ
め
て

い
る
。

Ⅴ

お
わ
り
に

平
成
25
年
度
の
決
算
ベ
ー
ス

で
、
法
人
住
民
税
法
人
税
割
の

税
収
は
2
・
4
兆
円
、
均
等
割

税
収
は
0
・
6
兆
円
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
地
方
法
人
特
別

税
を
加
算
し
た
法
人
事
業
税
税

収
は
4
・
7
兆
円
と
な
っ
て
い

る
。
今
回
の
改
正
で
平
成
29
年

度
に
地
方
法
人
特
別
税
が
廃
止

さ
れ
、
地
方
交
付
税
の
財
源
で

あ
る
地
方
法
人
税
が
従
前
の
法

人
住
民
税
の
約
60
％
に
な
っ
た

場
合
、
本
当
に
地
方
団
体
間
の

偏
在
是
正
に
つ
な
が
る
か
ど
う

か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
法

人
住
民
税
法
人
税
割
全
て
国
税

化
を
提
案
す
る
。
こ
の
場
合
、

地
方
交
付
税
の
拡
大
が
地
方
団

体
の
モ
ラ
ル
の
低
下
を
招
か
な

い
よ
う
な
政
策
が
不
可
欠
と
な

る
。
そ
れ
に
は
国
民
が
政
治
へ

の
関
心
を
持
つ
こ
と
が
必
要
で

あ
る
し
、
税
理
士
に
も
認
め
ら

れ
て
い
る
外
部
監
査
制
度
の
活

用
も
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
偏

在
性
の
小
さ
い
地
方
消
費
税
の

拡
大
も
有
効
で
あ
る
と
考
え

る
。※
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